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はじめに - 水道事業経営戦略の改定にあたって 

 

１ 改定の背景と目的 

 一戸町水道事業は、一戸上水道と奥中山上水道の二つで構成されています。 

一戸上水道は、昭和 35年に創設認可を取得、昭和 39 年に一部供用を開始しました。

その後、増加する水需要へ対応するため、給水区域の拡張事業を実施し、現在の計画給

水人口は 10,000 人、一日最大給水量 4,679 ㎥/日の事業となっています。 

奥中山上水道は、昭和 42年に岩手県が開拓地の飲用水として創設し、昭和 45 年に一

戸町に移管されました。現在の計画給水人口は 5,380 人、一日最大給水量 2,790 ㎥/日

です。 

当町では「持続・安全・強靭」を基本方針とし、平成 30 年度に「一戸町地域水道ビ

ジョン」を策定・公表しました。その後、少子高齢化や人口減少、節水型社会への変化

など社会の潮流は転換期を迎えており、また法定耐用年数を超過した設備及び管路が多

く、更新するには多額の費用が必要となる状況であり、安定して事業を継続し、住民の

方々に安心・安全な水を供給し続けられるよう、今後の更新事業費確保を図るため、令

和３年３月に「一戸町水道事業経営戦略」を策定しました。 

今後 20 年程度の間で、物価上昇や人口減少によって収入が減少しつづけた場合の財

務シミュレーション等をもとに、事業継続のための方向性を検討し、将来にわたり安

全・安心な水を安定して供給できるよう、令和８年度から令和 17 年度までの 10年間に

ついて経営戦略を改定します。 

 
２ 計画期間 

 この計画は、令和８年度から令和 17年度までの 10年間とします。 
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第１章：事業概要 

１ 経営の現状と課題分析 

（１） 事業の現況 

（令和７年４月１日現在） 

供用開始年月日 昭和 35 年 12 月 25 日 計画給水人口   15,380 人 

法適（全部・財務）・ 

非適用の区分 

法適（全部） 現在給水人口     8,739 人 

有収水量密度 0.161 千㎥／ha 

 

（２） 施設 

（令和７年４月１日現在） 

水源 表流水、湧水 

施設数 浄水場設置数 ２ 管路延長 
約 240,000ｍ 

配水池設置数 26 

施設能力 7,469 ㎥／日 施設利用率 50.35％ 

 

（３） 料金 

料金体系の概要・

考え方 

水道料金は用途ごとに区分し、基本料金、超過料金及びメ

ーター使用料により構成しています。それらの合計額に消

費税を足したものが水道料金となります。現行の料金表は

下表のとおりです。 

料金改定年月日 

（消費税のみの改

定は含まない） 

平成８年６月１日 

 

   料金表（税抜） 

 基本料金 超過料金  メーター使用料 

一般用 1,740 円/10 ㎥まで 200 円/１㎥につき 150 円/口径 13mm 

営業用 2,440 円/10 ㎥まで 270 円/１㎥につき 200 円/口径 20mm 

団体用 3,950 円/20 ㎥まで 250 円/１㎥につき 250 円/口径 25mm 

工業用 37,120 円/200 ㎥まで 240 円/１㎥につき 350 円/口径 30mm 

浴場用 23,200 円/200 ㎥まで 120 円/１㎥につき 550 円/口径 40mm 

プール用 なし 260 円/１㎥につき 2,000 円/口径 50mm 

臨時用 3,830 円/10 ㎥まで 350 円/１㎥につき 2,500 円/口径 75mm 

 3,000 円/口径 100mm 
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（４） 組織 

  組織体制、職員数、職種及び年齢構成は下記のとおりです。 

  上下水道課に業務係と上水道係を置き、課長以下６名で運営しています。 

   また、一戸浄水場の管理業務を委託しており、受託者４名が 24 時間 365 日体制で

管理運転しています。 

 

   ＜組織体制＞      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜職員数、職種及び年齢構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ これまでの主な経営健全化の取り組み 

  平成 25 年度にミクロマネジメントを実施し、施設ごとに機械・設備等の状況を整理

しました。平成 26年度には、アセットマネジメントを実施し、資産の更新周期や収支

の推移等について分析しました。平成 30 年度に策定した「一戸町地域水道ビジョン」

では、町総合計画に合わせ、８年間の事業計画を立てました。 

  令和７年度には例年実施している漏水調査の共同発注を行い、漏水調査に係る経費の

抑制を図りました。 

  

業

務
係

上
水
道

係

一
戸
浄
水
場

委
託

課長補佐

上下水道課長

課長 課長補佐 上水道係 業務係 合計

61歳～ 人 人 人 人 人

51～60歳 １人 １人 人 １人 ３人

41～50歳 人 人 人 人 人

31～40歳 人 人 １人 １人 ２人

～30歳 人 人 １人 １人 ２人

合計 １人 １人 ２人 ３人 ７人
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 ３ 経営比較分析表を活用した現状分析 

  経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、経営の現状及び課題を下記のとおり分

析します。 

 

 （１）経営の健全性・効率性について 

① 経常収支比率  〔計算式〕経常収益／経常費用×100 

経常費用に対する経常収益の割合を表します。当町は 111.48％となり、類似団体平

均より上回っており、黒字を確保してはいるものの低下傾向にあり、将来的に懸念が

あります。 

   

  

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 119.12% 121.45% 116.26% 112.92% 111.48%

類似団体平均 105.34% 105.77% 104.82% 106.46% 103.41%

全国平均 110.27% 111.39% 108.70% 108.24% 107.26%

90.00%

95.00%

100.00%

105.00%

110.00%

115.00%

120.00%

125.00%
① 経常収支比率



 

 5 

② 累積欠損金比率  

〔計算式〕当年度未処理欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100 

累積した欠損金の割合を表します。当町では累積欠損金は発生していません。 

③ 流動比率 

〔計算式〕流動資産／流動負債×100 

流動負債に対する流動資産の割合で、短期的な債務に対する支払能力を表します。

当町の流動比率は 370.25%となっており、類似団体平均より上回っているため、支払

い能力に支障はありません。流動資産が比較的多いことによるものであるものの、低

下傾向が見られるので、今後の動向に注意が必要です。 

  

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

類似団体平均 24.04% 28.03% 26.73% 27.85% 28.00%

全国平均 1.15% 1.30% 1.34% 1.50% 1.61%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

② 累積欠損金比率

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 468.77% 411.13% 407.31% 424.39% 370.25%

類似団体平均 305.08% 305.34% 310.01% 311.12% 293.51%

全国平均 260.31% 261.51% 252.29% 243.36% 239.69%

50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
450.00%
500.00%

③ 流動比率
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④ 企業債残高対給水収益比率 

〔計算式〕企業債現在高合計／給水収益×100 

給水収益に対する企業債残高の割合を表します。当町では 448.25％となり、類似団

体に比べると低い水準ではありますが、今後更新投資が増大することによって上昇傾

向となることが予測されます。 

⑤ 料金回収率 

〔計算式〕供給単価／給水原価×100 

給水にかかる費用をどの程度給水収益で賄えているかを表します。当町の料金回収

率は 111.15％となっており、原価を賄う 100％は超えているため、給水に係る費用を

給水収益で賄えている状態です。しかし、給水原価が増加していることから一貫して

低下傾向にあるため、今後料金改定による改善が必要です。 

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 410.49% 440.90% 436.68% 455.41% 448.25%

類似団体平均 585.59% 561.34% 538.33% 515.14% 498.34%

全国平均 275.67% 265.16% 268.07% 265.93% 264.86%

0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
700.00%

④ 企業債残高対給水収益比率

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 120.39% 123.68% 117.01% 113.21% 111.15%

類似団体平均 82.78% 84.82% 82.29% 84.16% 81.45%

全国平均 100.05% 102.35% 97.47% 97.82% 97.59%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%
120.00%
140.00%

⑤ 料金回収率
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⑥ 給水原価 

〔計算式〕経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価） 

－長期前受金戻入／給水原価×100 

水１㎥あたりにどのくらい費用がかかっているかを表します。当町の給水原価は類

似団体平均より下回る数値となっていますが増加傾向です。今後更新投資が本格化す

れば、さらに一層の増加が見込まれます。 

 

⑦ 施設利用率 

〔計算式〕一日平均配水量／一日配水能力×100 

施設の配水能力に対する配水量を表します。当町は類似団体平均より上回っている

が 50％程度であり半分しか施設が使われていない状況であるため、今後は需要に合わ

せたダウンサイジングを行う必要があります。 

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 188.87 182.87 196.95 202.06 209.31

類似団体平均 225.09 224.82 230.85 230.21 240.31

全国平均 166.40 167.74 174.75 177.56 181.66

0.00
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00

⑥ 給水原価

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 52.31% 51.41% 51.20% 52.22% 50.35%

類似団体平均 49.38% 50.09% 50.10% 49.76% 49.74%

全国平均 60.69% 60.29% 59.97% 59.81% 60.21%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

⑦ 施設利用率
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⑧ 有収率 

〔計算式〕年間総有収水量／年間総配水量×100 

施設の稼働が収益につながっているかを表します。当町の有収率は 84.33％で前年

度から改善しており、類似団体平均より上回っているものの、今後の管路更新事業費

を確保しなければ有収率は低下していきます。 

  

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 86.11% 86.96% 83.89% 82.63% 84.33%

類似団体平均 78.01% 77.60% 77.30% 76.64% 75.37%

全国平均 89.82% 90.12% 89.76% 89.42% 89.21%

68.00%

73.00%

78.00%

83.00%

88.00%

93.00%

⑧ 有収率
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（２）老朽化の状況について 

① 有形固定資産減価償却率 

 〔計算式〕有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿

原価×100 

有形固定資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表します。当町は類似団体平均

よりも多い 56.00％で、さらにこの指標値が増加傾向にあります。これは老朽化が進

んでいるということであり、施設更新をしなければこの数値は上昇していきますが、

今後の更新投資・ダウンサイジングとのバランスが必要です。 

② 管路経年化率 

 〔計算式〕法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長×100 

法定耐用年数を超えた水道管の割合を表します。当町は 26.17％で全体として上昇傾

向にあり、管路の更新が老朽化に追いついていない状況が今後も続くものと考えられま

す。 

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 53.84% 55.17% 54.91% 56.37% 56.00%

類似団体平均 47.50% 48.41% 50.02% 51.38% 52.30%

全国平均 50.19% 50.88% 51.51% 52.02% 52.41%

42.00%
44.00%
46.00%
48.00%
50.00%
52.00%
54.00%
56.00%
58.00%

① 有形固定資産減価償却率

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 20.63% 25.09% 24.41% 22.33% 26.17%

類似団体平均 17.40% 18.64% 19.51% 21.60% 23.36%

全国平均 20.63% 22.30% 23.75% 25.37% 26.78%

15.00%
17.00%
19.00%
21.00%
23.00%
25.00%
27.00%
29.00%

② 管路経年化率（％）
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③ 管路更新率 

 〔計算式〕当該年度に更新した管路延長／管路延長×100 

当該年度に更新した水道管の管路延長の割合を表します。当町は 0.47％であり前年

度から上昇していますが、有収率を維持向上させるためには更新率を増やすことが必

要です。 

 

（３）全体総括 

現時点では類似団体に比して、ある程度健全な経営状態にありますが、有収率や施設

利用率が低くなっています。有収率を向上させるには更新投資が必要であるため、今後

は料金回収率や経常収支比率が低下する見込です。 

経営が厳しさを増す中で、将来にわたり安全・安心な水を安定して供給するために、

料金改定により経営の健全化を図り、必要な設備投資の財源確保をしていく必要があり

ます。 

  

  

R2 R3 R4 R5 R6

一戸町 0.43% 0.17% 0.58% 0.21% 0.47%

類似団体平均 0.40% 0.36% 0.57% 0.56% 0.54%

全国平均 0.69% 0.66% 0.67% 0.62% 0.59%

0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
0.80%

③ 管路更新率
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第２章：将来の事業環境 

 １ 給水人口の予測 

令和６年度末での給水人口は 8,739 人で現在減少傾向にあり、令和 17 年度には 6,577

人となる見込です。 

 

２ 水需要の予測 

給水人口の減少に伴い水需要も減少となり、有収水量は令和６年度末で約 1,158 千㎥ 

ですが、令和 17 年度には 871 千㎥となる見込となっています。 
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３ 料金収入の見通し 

水道事業の給水収益は、給水人口・水需要と同様に減少傾向にあり、今後も減少が見

込まれるため、それに伴い給水収益も減少する見込みになっています。 

 

４ 建設改良事業の見通し 

 （１）施設の見通し 

施設を更新しない場合の健全度は下図のとおりです。令和７（2025）年度時点で

の健全資産は 85.0％ですが、令和 17（2035）年度には 65.5％に減少し、令和 22

（2040）年度には 38.4％となる見込です。 
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（２）管路の見通し 

  施設を更新しない場合の健全度は下図のとおりです。令和７（2025）年度時点で

の健全資産は 75.3％ですが、令和 17（2035）年度には 50％を下回る 45.3％に減少

し、令和 22（2040）年度には 50％を下回る 29.1％となる見込です。 

   

（３）事業費の見通し 

     現在所有している資産を全て更新する場合、１年間に約 10 億円の投資が必要

となる見込です。 

当町では、水道ビジョンや耐震化計画、またＤＸを活用した漏水調査の結果を

基に、優先的に更新する施設や管路を特定し、ダウンサイジングをしながら効率

的な更新を行っていきます。この経営戦略では事業継続に必要な投資を推進して

いくため、投資額３億円を維持していくとともに、国庫補助金の活用を見込んで

試算します。 

 

   ＜全て更新する場合（単位：千円）＞                
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管路の健全度

健全管路 経年化管路 老朽化管路

区分 令和17年までに必要な更新費
電気 373,526
機械 674,300
計装 418,324

取・導水管 5,903
送水管 397,329
配水支管 9,006,416
計 10,875,798

１年ごとに換算 1,087,580
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５ 組織の見通し 

最小の人員で業務に当たっているため、この組織体制を維持していく見込ですが、有資

格者が少数で若い世代への技術継承が急務となっています。今後も事業を継続していくた

めに、業務の効率化に努めるとともに人員確保と人材育成を行います。 
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第３章：経営の基本方針 

「一戸町地域水道ビジョン」に定めた基本方針である「持続」「安全」「強靭」に基づき 

経営していきます。 

基本方針 具体的な方策 

持続 

 子どもたちや、孫たちの代まで使える水道 

資産の更新・維持管理 

運営体制の維持 

安全 

 いつでも安心して飲める水道 
水質管理の強化 

強靭 

 災害に強い水道 

管路の耐震化 

危機管理対策の強化 

 

 

 第４章：投資・財政計画（収支計画） 

１ 投資・財政計画（収支計画） 別紙のとおり 

 

２ 投資・財政計画（収支計画）に当たっての説明 

（１）収支計画のうち投資について 

目標 必要な投資を見極め、老朽資産の計画的な更新と長寿命化の

ための維持管理を行います。災害時にも重要給水施設へ配水

するため、基幹管路の耐震化適合率 55％を目標に管路の耐震

化を行います。 

説明 水道ビジョンや耐震化計画に基づき、漏水調査やＡＩを活用

しながら計画的な建設改良工事を行います。 
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  （２） 収支計画のうち財源について 

目標 投資に係る費用を賄うため、補助事業の活用を行いながら、

経常損失が発生しない料金設定を行います。 

 【収益的収入】 

ア 営業収益 

1）給水収益…人口減少に伴う水需要の減少を考慮し料金収

入を予測しました。安定した経営を行うため、この経営戦略

では令和９年度以降の経常損益の黒字化を図り、料金改定を

見込んでいます。改定率については計画年度内に現行の 55％

として試算しています。 

 2)その他営業収益…前年度実績値を基に見込んでいます。 

 

イ 営業外収益 

1) 補助金…簡易水道事業債の利子に対して一般会計から繰

入を受ける金額を見込みました。また、令和８～10 年度

にはスマートメーター導入に係る補助金を含めて見込ん

でいます。 

2) その他…預金利子、有価証券利息、雑収入などでそれぞ

れ個別に算出しました。 

 

【資本的収入】 

ア 負担金…消火栓の更新費用として一般会計が負担する額

です。予算額平均の 8,000 千円を見込んでいます。 

イ 他会計出資金…簡易水道事業債の元金償還額に対して一

般会計から繰入を受ける金額です。令和８年度には水道施

設の監視システム導入に係る一般会計からの繰入金も見込

んでいます。 

ウ 企業債…建設改良費の 1/2 を見込み、150,000 千円としま

した。 

エ 補助金…管路耐震化に係る補助金を見込みました。管路

更新分の 1/3 を見込んでいます。令和８年度はＤＸ関係の

交付金事業を活用予定であるため、交付金分も見込みまし

た。 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費について 

目標 【収益的支出】 

ア 営業費用 

1) 人件費…現在の水準に賃金上昇率を見込みました。 

2) 動力費、修繕費、材料費、その他 

 …現在の水準に物価上昇率を見込みました。 

3) 減価償却費…新規分は固定資産見込額を 40年償却で算

出しました。 

4) 資産減耗費…建設改良費の５％を見込みました。 

イ 営業外費用 

1) 支払利息…既借入分のほか、新規の借入についても金利

の上昇を見込んで試算しています。 

 

【資本的支出】 

企業債償還金…令和８年度以降は、据え置きなしの 30年償還

として見込みました。 
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３ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

（１）投資の合理化、費用の見直しについての検討状況   

広域化 ・漏水調査の共同発注 

広域連携の一環として、令和７年度から９年度にかけて水

道漏水調査業務委託（一戸町、軽米町、九戸村共同発注）の

実施中であり、共同発注による委託費用の抑制を実現してい

るところです。これを契機に今後もシステムの共同発注等、

積極的な連携強化の取組みにより費用の抑制と業務の効率化

を図ります。 

 

・浄水場の維持管理の第三者委託 

 岩手県広域化推進プランに掲載されている検討事項の一つ

である「第三者委託の共同実施」は、取水・浄水施設及び送

配水の維持管理業務（運転監視業務・点検業務等）を既に第

三者委託している二戸市の委託範囲を概ね直営で実施してい

る近隣市町村まで拡大し、共同実施の実現により委託費用の

削減及び業務水準の向上等の効果を得ようとするものです。 

今後も委託費の抑制、業務水準を見極め、水道水の安定供給

に向けて検討を進めていきます。 

 

・広域化について 

 経営の一体化、施設の共同化等、広域化の可能性について

検討していきます。 

民間の資金・ノウ

ハウ等の活用 

現段階では活用を行っていませんが、将来的に必要が生じ

た際には導入について検討していきます。 

アセットマネジメ

ントの充実（施

設・設備の長寿命

化等による投資の

平準化） 

・重要給水施設管路の重点とした管路更新 

 病院、避難所、福祉施設、防災拠点等、重要給水施設に給

水する導水管、送水管、配水管の更新事業に加え、緊急輸送

道路の送配水管を重点に計画的な更新を行い水道水の安定供

給を図ります。 

 

・衛星を活用した漏水調査 

 漏水範囲の特定は、夜間作業において仕切弁操作等で漏水

区域の特定作業を実施しているところですが、広範囲な給水

エリアを短期間で効率的に調査範囲を特定する人工衛星を活

用した漏水調査を導入し、漏水調査の効率化により更なる有

収率の向上を図ります。 
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・AIを活用した管路管理システムの導入 

 管路劣化診断機能を搭載したマッピングシステムを導入す

ることにより、AI劣化診断では、管種、布設年度、漏水履歴

などの水道管に関する情報の他、自然環境、交通量、水圧な

ど劣化に関係する物理条件を加え、その他全国の水道管や漏

水情報などのビックデータを活用し、漏水のしやすさ、余寿

命などを AI で予測し、その結果、管路状態を「見える化」

することにより、劣化度の高い管路を特定し、漏水発見に至

る工程の効率化を図ります。 

また、AI劣化解析で得られる劣化度の高い管路を更新計画

へ反映することにより、これまでの耐用年数重視の計画か

ら、実効性の高い更新計画の実施により、更なる有収率の向

上と共に経営コストの抑制を図ります。 

衛星活用、ＡＩ活用のどちらにおいてもＤＸ交付金等各種

の財政支援の導入を検討しながら、老朽管更新事業を進めて

いきます。 

施設・設備の廃

止・統合（ダウン

サイジング） 

・一戸上水道と奥中山上水道の統合 

 今後の水需要の減少に伴い余剰となる施設能力について、

現在の２上水道事業を将来１上水道事業へ統合し、湧水を水

源とする低コストの西岳浄水場から供給される給水エリアを

徐々に拡張することにより、ランニングコストの削減を図り

ます。 

 管路については、各種漏水調査により漏水管路を特定し、

管路に優先順位をつけて更新するといったダウンサイジング

を実行していきます。 

施設・設備の合理

化（スペックダウ

ン） 

適切な規模による設備更新を行うため、ダウンサイジング

に合わせてスペックダウンも必要に応じて検討していきま

す。 

その他の取組 最小人員で業務を行っているため現在の組織体制を維持す

る予定ですが、交付金を活用したＤＸの最新技術を導入し、

業務の効率化を図ります。 

また、会計システムの共同化、料金業務の共同化、監視制

御システムの共同化、マッピングシステムの標準プラットフ

ォームを利用した共同化など各種システムの共同化を検討し

ていきます。 
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（２）財源についての検討状況等 

料金 本計画において計画年度内に料金改定を実施する必要がある

見込になっていますが、実際の改定時期については決算の状

況や公平性を考慮した料金体系の見直しも含め、慎重に検討

していきます。 

企業債 内部留保資金との調整を図りながら企業債借入の調整をして

いきます。 

繰入金 総務省の繰出基準に基づく繰入を行うほか、今後の経営状況

を踏まえて基準外繰入も視野に検討していきます。 

国庫補助金 国の補助事業を積極的に活用し、更新投資やＤＸへの対応に

必要な財源を確保していきます。 

資産の有効活用等

による収入増加の

取組 

施設の計画的な更新、予測不能な災害や突発的な事故への備

えに対して、健全な事業運営を確保するための原資となる内

部留保資金について、これまで同様に経営基盤の強化を図る

観点から、債券による長期運用を実施し、町資金管理方針及

び債券運用方針により効率的な資金運用を図ります。 

 

（３）投資以外の経費についての検討状況 

ＤＸへの対応 ・スマートメーターの導入 

 料金算定のために水道メーターを設置し、検針員の各戸訪

問によって毎月の検針及び漏水等の必要に応じて再検針を実

施し、多くの時間と労力が費やされているところですが、将

来、検針員の不足等、様々な課題が懸念されておりそれに対

応するため、当町では無線通信等を利用したスマート水道メ

ーターの導入を行い、遠隔での自動検針、漏水の早期発見等

による業務の効率化、水道料金の見える化による利用者サー

ビスの向上、水道管網ブロック化の水量監視を実現し施設管

理の向上を図ります。 

 導入にあたってはメーター検満期間の延長や、標準プラッ

トファームを利用したＤＸ交付金、交付税措置のあるＤＸ関

連の起債など各種制度を合わせて検討します。 

 

 ・クラウド型監視システム導入 

 水道施設の一元管理の通信に使用している NTT 専用回線サ

ービス終了に伴い、無線端末を利用するクラウド型監視水道

施設システムを導入し、通信に係るランニングコストの削減

を図ります。 
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現在、一元管理を行うオンプレミス型の施設が地震、台風

等に被災で故障が発生した場合は、監視できない期間が長期

化することが懸念されますが、クラウド型では、遠隔地にあ

るサーバーでデータがバックアップされるため、水道施設の

監視継続による管理体制の強化に繋がります。また、広域的

な拡張性が可能なクラウド型監視システム導入により、広域

連携の体制整備を図ることも可能になります。 

導入にあたってはスマートメーターと同様標準プラットフ

ァームを利用したＤＸ交付金、交付税措置のあるＤＸ関連の

起債など各種制度を合わせて検討します。 

 

第５章：経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 事業の進捗や決算の状況を踏まえ、毎年度進捗管理を行っていきます。５年ごとに全面

見直しを実施し、改定を行った際には町ホームページで住民の皆さまにお知らせします。 



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

１． (A) 271,473 263,324 256,253 310,939 302,100 293,261 340,876 333,002 325,129 317,256 340,105 331,445
(1) 269,321 261,172 254,101 308,787 299,948 291,109 338,724 330,850 322,977 315,104 337,953 329,293
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152

２． 47,882 46,619 74,021 77,096 80,160 51,097 51,978 53,319 53,905 55,038 56,254 53,664
(1) 1,310 779 26,655 29,215 30,832 134 53 11 0 0 0 0

1,310 779 26,655 29,215 30,832 134 53 11 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 44,179 43,447 44,973 45,488 46,935 48,570 49,532 50,915 51,512 52,645 53,861 51,271
(3) 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393 2,393

(C) 319,355 309,943 330,273 388,035 382,259 344,358 392,853 386,321 379,034 372,294 396,359 385,109
１． 275,600 297,944 304,634 308,546 313,687 319,531 324,345 330,633 332,056 337,086 342,781 343,984
(1) 21,899 22,196 22,501 22,692 22,817 22,944 23,061 23,178 23,297 23,417 23,526 23,526

10,608 10,905 11,210 11,401 11,526 11,653 11,770 11,887 12,006 12,126 12,235 12,235
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291 11,291
(2) 96,394 107,217 109,356 109,413 109,233 109,046 108,852 108,697 108,535 108,366 108,191 107,606

24,860 24,708 24,616 24,367 23,987 23,598 23,200 22,839 22,470 22,092 21,705 21,120
20,976 21,500 21,930 22,237 22,438 22,640 22,843 23,049 23,256 23,466 23,677 23,677
1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930

48,628 59,079 60,879 60,879 60,879 60,879 60,879 60,879 60,879 60,879 60,879 60,879
(3) 157,307 168,531 172,777 176,441 181,637 187,541 192,432 198,758 200,224 205,303 211,064 212,852

２． 10,881 12,129 11,953 14,741 17,656 22,860 25,574 28,303 30,885 33,099 36,056 38,877
(1) 10,654 11,902 11,726 14,514 17,429 22,633 25,347 28,076 30,658 32,872 35,829 38,650
(2) 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227

(D) 286,481 310,073 316,586 323,287 331,343 342,392 349,919 358,936 362,941 370,185 378,838 382,861
(E) 32,874 △ 130 13,687 64,748 50,916 1,966 42,935 27,386 16,093 2,109 17,521 2,248
(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32,874 △ 130 13,687 64,748 50,916 1,966 42,935 27,386 16,093 2,109 17,521 2,248
(I) 32,874 32,744 46,431 111,179 162,096 164,062 206,996 234,382 250,475 252,584 270,105 272,353
(J) 543,239 546,492 556,980 503,494 447,578 414,441 428,710 430,587 439,037 435,839 447,401 461,083

30,171 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(K) 146,723 163,718 163,589 143,411 135,837 129,558 129,077 109,631 109,610 113,028 98,082 36,101

123,810 127,718 127,589 107,411 99,837 93,558 93,077 73,631 73,610 77,028 62,082 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,359 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 271,473 263,324 256,253 310,939 302,100 293,261 340,876 333,002 325,129 317,256 340,105 331,445

(N)

(O)

(P)

0 0

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

0 0 0 0 00 0 0 0 0

令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度 令和１７年度本年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 資 産
う ち 未 収 金

流 動 負 債
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金

特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他

そ の 他
経 費

動 力 費
修 繕 費
材 料 費

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

１． 94,700 163,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 17,912 14,155 96,058 4,537 4,632 4,495 1,905 968 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 8,118 8,360 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 19,269 78,468 90,206 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 139,999 263,983 344,264 232,537 224,632 224,495 221,905 220,968 220,000 220,000 220,000 220,000

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 139,999 263,983 344,264 232,537 224,632 224,495 221,905 220,968 220,000 220,000 220,000 220,000

１． 192,246 263,993 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

9,375 9,638 9,907 10,076 10,187 10,299 10,402 10,506 10,611 10,717 10,813 10,911

２． 116,277 125,766 127,718 127,589 107,411 99,837 93,558 93,077 73,631 73,610 77,028 62,082

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 308,523 389,759 427,718 427,589 407,411 399,837 393,558 393,077 373,631 373,610 377,028 362,082

(E) 168,524 125,776 83,454 195,052 182,779 175,342 171,653 172,109 153,631 153,610 157,028 142,082

１． 154,854 109,670 65,109 174,870 161,870 154,433 150,744 151,200 132,722 132,701 136,119 121,173

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 13,670 16,106 18,345 20,182 20,909 20,909 20,909 20,909 20,909 20,909 20,909 20,909

(F) 168,524 125,776 83,454 195,052 182,779 175,342 171,653 172,109 153,631 153,610 157,028 142,082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 1,207,229 1,244,463 1,266,745 1,289,156 1,331,745 1,381,908 1,438,350 1,495,273 1,571,642 1,648,032 1,721,004 1,808,922

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和１５年度 令和１６年度 令和１７年度

補

塡

財

源

本年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度 令和１７年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

本年度 令和９年度

資

本

的

支

出

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金


